
 

                                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

第１８号 平成２９年    

みや
宮

いけ
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皆様にありがとうの心をこめて 

 
平
成
28

年
奈
良
市
議
会
12

月

定
例
会
で
は
、
一
般
質
問
を
行

い
ま
し
た
の
で
そ
の
質
問
内
容

を
含
め
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

◇ 
 
 
 

◇ 

「
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の
設
置

に
つ
い
て
」 

質
問
の
要
旨 

奈
良
市
に
お
い
て
も
権
利
擁

護
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
必
要
性

が
高
ま
っ
て
き
た
理
由
は
、
認

知
症
な
ど
判
断
能
力
の
不
十
分

な
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
は

身
体
精
神
面
の
虐
待
、
経
済
的

な
被
害
な
ど
、
個
人
が
さ
ま
ざ

ま
な
権
利
侵
害
を
受
け
る
リ
ス

ク
が
あ
る
。
そ
の
た
め
特
に
日

常
的
に
こ
う
い
っ
た
権
利
侵
害

に
備
え
「
擁
護
」
や
「
監
護
」

の
支
援
が
で
き
る
体
制
整
備
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。 

ま
た
、
権
利
擁
護
の
制
度
の

一
つ
に
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任

す
る
「
弁
護
士
・
司
法
書
士
・

社
会
福
祉
士
」
の
専
門
職
に
よ

る
法
律
行
為
の
代
理
や
身
上
監

護
を
行
う
法
人
後
見
と
と
も
に

自
治
体
な
ど
が
行
う
養
成
研
修

課
程
を
修
め
た
市
民
後
見
人
制

度
も
あ
る
。 

し
か
し
、
深
刻
な
困
難
要
因

を
抱
え
、
後
見
人
の
必
要
な
方

が
増
え
る
こ
と
で
、
専
門
職
の

法
人
後
見
の
受
け
皿
は
限
界
に

近
づ
い
て
い
る
も
の
の
、
奈
良

家
庭
裁
判
所
管
内
に
お
い
て
、

一
般
人
の
市
民
後
見
人
が
選
任

さ
れ
て
い
る
事
例
が
確
認
で
き

て
い
な
い
現
状
。 

そ
の
理
由
と
し
て
、
家
庭
裁

判
所
が
「
市
民
後
見
人
」
を
選

任
す
る
に
し
て
も
、
自
治
体
に

よ
る
補
佐
と
監
督
、
支
援
な
ど

が
な
け
れ
ば
、
ま
ま
な
ら
な
い

実
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
奈
良
市
の
権
利
の
擁

護
体
制
を
高
め
る
た
め
に
も
行

政
の
積
極
的
関
与
が
重
要
と
な

る
。 こ

の
こ
と
か
ら
、
市
と
し
て

判
断
能
力
の
不
十
分
な
高
齢
者

や
障
が
い
者
な
ど
の
権
利
擁
護

の
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
市

民
後
見
人
な
ど
へ
の
指
導
や
監

督
、
後
見
活
動
を
支
援
す
る
権

利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ

い
て
の
考
え
を
保
健
福
祉
部
長

へ
質
問
。 

答
弁
の
要
旨 

 

最
高
裁
判
所
の
成
年
後
見
関

係
事
件
の
概
況
に
よ
る
と
、
平

成
２７

年
に
お
け
る
親
族
以
外
の

第
三
者
が
成
年
後
見
人
等
に
選

任
さ
れ
た
数
は
全
体
の
７
０
．

１
％
な
っ
て
お
り
親
族
が
成
年

後
見
人
等
に
選
任
さ
れ
た
数
を

大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
か
ら
、
弁
護
士
な

ど
の
専
門
職
に
加
え
さ
ら
に
人

材
の
確
保
が
必
要
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

現
在
の
状
況
と
し
て
、
平
成

２９

年
１
月
に
は
、
奈
良
家
庭
裁

判
所
の
主
導
で
、
弁
護
士
会
、

権
利
擁
護
を
支
援
す
る
団
体
、

奈
良
県
、
社
会
福
祉
協
議
会
な

ど
の
関
係
機
関
が
集
ま
り
、
市

民
後
見
人
の
育
成
及
び
支
援
体

制
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
全
国
市
長
会
か
ら
も

権
利
擁
護
に
関
し
て
、
「
国
が

必
要
な
支
援
処
置
を
講
じ
る
べ

き
」
と
の
意
見
も
出
さ
れ
、
権

利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の
必
要
性
が

注
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

権
利
擁
護
の
体
制
整
備
も
含
め

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に

つ
い
て
、
積
極
的
に
検
討
し
て

ま
い
る
。 

 

平
成
28

年
11
月
30

日
、
公

明
党
奈
良
市
議
会
議
員
団
は
、

仲
川
奈
良
市
長
へ
平
成
29

年
度

の
予
算
要
望
を
行
い
ま
し
た
。 

日
常
活
動
を
通
し
て
課
題
認

識
し
た
中
か
ら
、 

Ⅰ 

支
え
合
う
地
域
づ
く
り 

Ⅱ 

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り 

Ⅲ 

安
心
な
地
域
づ
く
り 

Ⅳ 

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り 

を
テ
ー
マ
に
、
希
望
あ
ふ
れ
る

奈
良
市
づ
く
り
を
目
指
し
た
内

容
で
す
。 

 

12 月定例市議会 

より 
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―新斎苑（火葬場）建設計画についてー 

新斎苑（火葬場）関連予算が可決しました。 

採決の結果は・・・・・ 

平成 28年 12月 16 日 奈良市12月定例会の 

最終日において、新斎苑関連予算(予算額8200万 

円)が賛成多数(賛成 20人、反対 17人)で可決され 

ました。公明党奈良市議団(6人)は賛成。 

賛成した理由は・・・・・ 

今定例会中に行われた補正予算等特別委員会(12・13日)において、計上された新斎苑建設

関連予算案の事業内容について質問。今後新斎苑建設事業を進めるうえで重要かつ適正な予算

であることが確認できました。 

また、特別委員会に先立ち「奈良市新斎苑基本計画」を集中審査する目的で行われた市民環

境委員会(9日)において、新斎苑計画地(横井町山林)西側の周辺地域で井戸が枯渇した場合の対

策、新斎苑建設後の交通量の増加状況、また、建設計画を推進するに際し計画地および周辺地

域が本来持つ自然災害のリスクが今よりも減少する点などについて確認。この基本計画は新斎

苑建設を推進するにあたり「特に問題とするところは無い」と判断をしました。 

奈良市の積年の課題である新斎苑を建設するための適正な候補地が他に見当たらない現状に

おいて、総事業費を少しでも軽減するために国からの補助を受けることができる期限(平成 32

年度中の竣工)が迫っていることも賛成の理由の一つです。 

今後の対応は・・・・・ 

公明党奈良市議団として、新斎苑の建設により、周辺地域において自然災害のリスクが高ま

るのではないかと不安に思っておられる住民の皆さんや、建設を待ち望んでおられる全市民に

対して、奈良市行政が具体的な安全対策を含め工事の進捗状況を適時に情報発信するなど、今

後も事業に対する更なる理解を得る努力を強く要望してまいります。 

≪ 発行者：奈良市議会議員 宮池明 ≫  

ｅ－ｍａｉｌ：miyaikejp@yahoo.co.jp     ｗeb ｓite：http://www.komei.or.jp/km/nara-miyaike-akira/ 

「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
改
良
・
修
繕
に
係
る

課
題
の
解
消
に
つ
い
て
」 

人
口
減
少
と
超
少
子
高
齢
社
会
の
要
因

で
、
今
後
、
改
良
・
修
繕
工
事
を
担
う
事

業
者
の
減
少
、
従
業
員
の
高
齢
化
、
人
材

不
足
、
技
術
の
維
持
の
問
題
が
あ
る
。
し

か
し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
改
良
・
維
持
を

計
画
的
に
図
ら
な
い
と
市
民
の
暮
ら
し
に

影
響
が
出
る
こ
と
か
ら
課
題
解
消
に
つ
い

て
質
問
。 

答
弁
の
要
旨 

国
交
省
建
設
産
業
活
性
化
会
議
に
よ
る

と
、
建
設
業
就
業
者
は
、
中
長
期
的
に
地

域
の
担
い
手
不
足
が
懸
念
さ
れ
、
将
来
に

わ
た
る
社
会
資
本
の
整
備
・
維
持
管
理
に

支
障
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
、
人
材
の
確

保
と
育
成
は
重
要
課
題
で
あ
る
と
報
告
さ

れ
、
当
局
に
お
い
て
も
危
惧
さ
れ
る
と
考

え
る
と
と
も
に
、
研
修
会
、
講
習
会
等
の

開
催
や
人
材
確
保
・
育
成
の
意
識
啓
発
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
高
度
経
済
成
長
期
に
集
中
的
に

整
備
さ
れ
た
水
道
施
設
の
老
朽
化
が
進
行

し
、
市
の
水
道
管
路
の
経
年
化
管
路
率
は

30

％
を
超
え
、
年
々
上
昇
し
て
い
る
が
、

管
路
の
更
新
が
遅
れ
て
い
る
現
状
。
こ
れ

か
ら
の
企
業
局
の
方
針
は
、
将
来
に
わ
た

る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
確
保
す
る
た
め
、
施

設
・
管
路
の
更
新
と
耐
震
化
事
業
を
毎
年

25

億
円
程
度
実
施
す
る
計
画
。
管
路
に
つ

い
て
は
、
平
成
30

年
度
ま
で
の
3
ヵ
年
で

25

億
円
を
投
資
す
る
計
画
で
あ
る
。 
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